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   石川県都市計画マスタープランの目的と役割 

１．見直しの背景 

石川県では、平成16年５月に将来の都市づくりの指針として、「石川県の都市計画に関

する基本的な方針」と県内を４地域に分けた「広域都市圏マスタープラン」及び、県内21

の都市計画区域（平成16年５月時点）ごとに「都市計画区域マスタープラン（都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針）」を併せた「石川県都市計画マスタープラン」を策定した。

その後、県内の市町村合併による都市計画区域の再編や各種都市施設の見直しなど、地域

に応じた都市づくりを進めてきた（詳細は次頁参照）。 

一方、全国的な人口減少や少子高齢化に対応すべく、平成26年に都市再生特別措置法の

改正による「立地適正化計画制度」が創設されたほか、地球環境や防災、地方分権等に関

する法制度も制定・改正されるなど、様々な分野で社会情勢が大きく変化している。 

さらに、本県においても、平成 27年３月には北陸新幹線金沢開業により広域的な交流人

口が拡大したほか、県の進むべき方向性を示す『石川県長期構想』の改訂（平成28年３月）

や『いしかわ創生総合戦略』の策定（平成27年 10月）をはじめとした上位関連計画の改

定・策定など、本県の目指す方針などが大きく変化している。 

これらの変化に対応した新たなまちづくりの方向性を示すため、「石川県都市計画マスタ

ープラン」の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・人口減少に対応する都市づくりの

推進(立地適正化計画制度の創設) 

・集約型まちづくりと交通の連携 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」 

・良好な景観や歴史・文化の保全・

活用によるまちづくりの推進 

・東日本大震災や広島土砂災害、熊

本地震等の大規模災害の発生 

・地方分権の進展や地方創生に向け

た地域ごとの取組の推進 

全国的な動向 

・県民や市町、専門家

の意見などを反映 
石川県都市計画マスタープラン

の見直し 

・市町の総合計画 

・市町マスタープラン 

・市町立地適正化計画 

などと相互に調整 

 

・県の長期構想や総合戦略などの上位 

関連計画の改定･策定 

・市町村合併による都市計画区域の再 

編と各種都市施設の見直し 

・北陸新幹線金沢開業やのと里山海道 

の無料化など広域ネットワークの構築

・いしかわ景観総合条例の制定や世界 

農業遺産の認定など、景観や自然に対

する評価の高まり 

・自然災害の増加及び老朽化するイン 

フラや空き家への対策 

県内の動向 

 石川県都市計画マスタープラン(Ｈ16年５月) 

①石川県の都市計画に関する基本的な方針（任意計画） 

②広域都市圏マスタープラン（任意計画） 

③都市計画区域マスタープラン（法定計画：法第6条の2） 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 
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■ これまでの主な取り組み及び現況と課題 ■ 
 

 

 

 

 

― これまでの主な取り組み（前計画の目標別）― ― 現況と課題 ― 

・市町村合併に伴う都市計画区域の再編 

・各市町の特性に応じた土地利用制度の見直し 

・市街地再開発事業等による中心市街地等の再整備の推進 

・市独自の居住施策の推進 

●本格的な人口減少時代が到来 

●県内の地域格差が拡大 

●市街地の拡大により人口密度が

低下 

●地域に応じた適正な土地利用の

誘導が重要 

【都市計画の目標１】 

まとまりある賑わいの都市づくり 

・新市街地整備と良好な居住環境の整備の推進 

・まちなか等における老朽建築物の再整備の推進 

・公営住宅等の長寿命化対策の推進 

・防災・減災対策の推進 

●良質な宅地は供給された一方、

人口密度は低下 

●空き家・老朽ビルは引き続き増加

●社会基盤等の老朽化が進行 

●ハード・ソフト両面で様々な分

野との連携強化が必要 

【都市計画の目標２】 

快適で安心して暮らせる都市づくり 

・陸・海・空の拠点の機能や連携の強化 

・産業の振興に向けた拠点整備 

・道路ネットワークの計画的な構築 

・自動車から公共交通等への利用転換の促進 

●新幹線開業効果の県内全域への

波及が重要 

●観光地のさらなる魅力向上が重要 

●雇用創出に向けた企業立地の推進 

●地域活性化を支援するさらなる

道路ネットワークの構築が必要

●公共交通の利便性向上が必要 

【都市計画の目標３】 

活力ある地域拠点の創造と交流の都市づくり 

・住民主体のまちづくり活動の進展 

・住民や民間団体による公共空間の管理・利活用の

促進 

●まちづくりにおける住民の役割

がさらに重要 

●住民をはじめ地域が主体となっ

たまちづくりの推進が重要 

●地域が主体となって活動できる

環境の充実が必要 

【都市計画の目標５】 

住民参加型の都市づくり 

【都市計画の目標４】 

個性ある景観と豊かな自然を活かした都市づくり 

・地域の魅力ある景観の保全・創出 

・歴史的な街並みの保全、公園・広場等の整備の推進 

・自然環境の保全と活用 

●地域特性に応じたいしかわの景

観形成のさらなる推進が必要 

●豊かで多様な自然の保全・活用

及び都市との連携が重要 
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２．目的 

「石川県の都市計画に関する基本的な方針」は、県全体における都市計画の基本的な考

え方を、「広域都市圏マスタープラン」は、今後の広域的な都市づくりの考え方を、「都市

計画区域マスタープラン」は、それぞれの都市における主要な都市計画の考え方を示した

ものである。 

石川県では、この３つを併せて「石川県都市計画マスタープラン」とし、おおむね20

年後を目標とした都市づくりの指針とする。 

 

 

３．役割 

Ａ．石川県の都市計画に関する基本的な方針 

「石川県長期構想（平成28年３月）」に

おける都市計画に関する部分を担うとと

もに、全県に渡る広域的都市計画（土地利

用、都市施設、市街地開発事業等）の基本

方針を示す。 

Ｂ．広域都市圏マスタープラン 

県土の将来的な広域圏構造を視野に入

れながら、交通体系、生活圏、行政機能が

広域化している現状を踏まえ、それぞれの

地域ごとに共有すべき都市づくりの考え

方、地域の拠点とネットワーク等の都市構

造を示す。 

Ｃ．都市計画区域マスタープラン 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

都市計画法第６条の２の規定に基づき、

各都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針を示す。 

 

■ 対象となる都市計画区域 ■ 
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■ 構  成 ■ 

  

  

  

  

  

石川県都市計画マスタープラン 

Ａ．石川県の都市計画に関する基本的な方針 

  

  

  

. 

Ｂ．広域都市圏マスタープラン 

  

  

Ｃ．都市計画区域マスタープラン 
  （都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
         （都市計画法第６条の２）） 

○広域的な位置付け 

○都市計画の目標 
○目標の実現に向けたまちづくりの 10の方策 
○主要な都市計画の方針 

○都市計画の目標 

○区域区分（線引き）の有無 

○主要な都市計画の決定の方針 

石川県長期構想 

（平成 28年３月） 

県民や専門家の意見 

都市計画法第６条の２ 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を定めるものとする。 

○広域都市圏マスタープランの実現に

向けた仕組み 

○地域の概況 

○地域づくりの基本理念 

○将来の地域構造 

関連計画 
いしかわ創生人口ビジョン 
いしかわ創生総合戦略 
住生活基本計画 
「ダブルラダー輝きの  

美知（みち）」構想 
いしかわ景観総合計画 など 

市町都市計画マスタープラン 

○市町の都市計画に関する基本的な方針 

（都市計画法第18条の２） 
市町 基本構想 
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４．都市計画区域マスタープランと市町都市計画マスタープランとの関係 

都市計画区域マスタープランは、各都市計画区域を対象として広域的、根幹的な都市

計画に関する事項を主として定めるもので、市町都市計画マスタープランは、各市町の

行政区域を対象として、地域に密着した都市計画に関する事項を主として定めるもので

ある。また平成26年に創設された立地適正化計画は、時間軸をもったアクションプラン

であり、市町都市計画マスタープランの一部として位置付けられるものである。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市町都市計画マスタープラン 

（市町が策定） 
都市計画区域マスタープランに則し、住

民に最も身近な市町が、より地域に密着

した見地から、その創意工夫をもとに都

市計画の方針を定める。 

■ 都市計画区域マスタープランと市町都市計画マスタープランの関係 ■ 

 都 市 計 画 
長期的な見通しをもって定められる 
・個々の都市計画の必然性、妥当性 
・総合性、一体性の確保 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
（都市計画区域マスタープラン） 

都市計画法第６条の２ 

市町の都市計画に関する基本方針 
（市町都市計画マスタープラン） 

都市計画法第18条の２ 

 
都市計画区域マスタープラン 

（都道府県が決定） 
都市計画区域全域を対象として、一市町

を越える広域的見地から、区域区分をは

じめとした都市計画の基本的な方針を定

める。 

県は、都市計画の案を作成しようとする

ときは、関係市町に対し、資料の提出そ

の他必要な協力を求めることができる。 
       （都市計画法第15条の２） 

市町は、必要があると認めるときは、県に

対し、県が定める都市計画の案の内容とな

るべき事項を申し出ることができる。 
   （都市計画法第15条の２）

都市の将来像の明確化  都市の将来像の明確化 

｛都市計画のアクションプラン｝ 
都市再生特別措置法第81条 

立地適正化計画 
（市町が策定） 

※立地適正化計画は市町村の都市計画に 
関する基本的な方針の一部とみなす。 


